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１．理念・目的・導入の背景 
 
 大学（大学院を含む）の最も重要な存立意義が次代を担う若者の育成である

ことは論を待つまでもなく、それゆえ大学人にとって常に最善と考えられる教

育活動・改善を推進し続けることが当然の責務でもあり、その業績の顕著な教

員を顕彰する制度の導入は大学の発展のためにも望ましいことである。 
 このような理念・目的に基づいて、平成 14（2002）年度から本格的に導

入・実施してきた「ポイント制による教育総合評価・表彰制度」は、特色ある

本学独自の制度として教員の意識改革等に大いに寄与するなどの成果を挙げ、

学外においても各種学協会、また多くの大学から注目されてきた。 
 しかしながら、2008（平成 20）年度から 7 学部 23 学科構成となり、教育体

系の多様化、教育方法の多様化、教員の勤務形態の多様化など、その運用上に

おいても多くの齟齬を生じてきたことは衆目に一致するところとなった。折し

も大学院設置基準および大学設置基準の改正などで、教員に対するＦＤの義務

化もなされ、新たな教育活動顕彰制度の構築・実施が切望されていた。 
 新たな教育活動顕彰制度は、中部大学の教育理念、使命・目的、各学部（研

究科を含む）の教育目的を充分勘案した教育活動・改善実績を評価する制度と

することが肝要であり、教員個人あるいは組織（学科、グループ等）単位に対

する顕彰も視野に入れることを前提にして検討してきた。 
 その結果、評価基準を明確にして総合評価・顕彰する教員個人を対象とした

「教育活動優秀賞」と広義の教育活動（学生募集活動、就職支援活動なども含

む）における特筆すべき活動（改善）を評価・顕彰する教員個人および組織単

位を対象とした「教育活動特別賞」を設け、2008（平成 20）年度から実施す

ることとなった。 
 
       ※2007（平成 19）年 10 月 24 日開催のＦＤ委員会資料から要旨抜粋 



２．中部大学教育活動顕彰規程 
 
 

中部大学教育活動顕彰規程 
（目的） 

第 1 条 この規程は、中部大学（以下「本学」という。）の教育目標の達成、教育のより

一層の改善を図るため、本学における教育活動の分野において優れた功績を挙げた教

育職員を顕彰する「中部大学教育活動顕彰制度」（以下「顕彰制度」という。）の取扱

いに関し必要な事項を定める。 

 

（顕彰の種類） 

第 2 条 顕彰制度による表彰は、次に掲げる 2 種類とする。 

(1)  教育活動優秀賞（以下「優秀賞」という。） 

教育活動全般を総合的に評価し、特に優れた活動をした教育職員を表彰するもの。 

(2)  教育活動特別賞（以下「特別賞」という。） 

特筆すべき教育活動実績を挙げた教育職員等を表彰するもの。 

 

（優秀賞） 

第 3 条 優秀賞は、年度の 4 月 1 日に在籍する専任の教育職員（助教以上の者に限る。

以下本条において同じ。）のうち、年間を通じて卒業研究を除く「学部授業」を各学期

平均 3 コマ以上（年間 6 コマ以上）担当し、次年度も引き続き本学の専任の教育職員

として勤務する者を対象とする。ただし、出張・病気等の理由により連続して 2 ヶ月

以上にわたり出校しなかった者は、この対象から除くものとする。 

2 優秀賞に対する評価は、学部におけるポイントと大学におけるポイントを併せて総合

的に行うものとし、評価項目その他の取扱いについては、別に定める。 

3 優秀賞の表彰者数は、各学部における表彰対象者数を按分して決定するものとする。

ただし、その総数は、原則として表彰対象者の上位 10 パーセント以内の数とする。 

4 優秀賞の選考の結果、その受賞が通算して 4 回目となる教員には、優秀賞の授与に代

えて「教育活動金虎賞」を授与して顕彰する。なお、同賞を授与された教員は、翌年

度以降の優秀賞選考対象から除外する。 

 

（特別賞） 

第 4 条 特別賞は、広義の教育活動（学生募集活動、就職支援活動等を含む。）において、

当該年度における活動実績又は過去からの継続した活動実績に基づき、学部、その他

これに類する組織から推薦があった教育職員、非常勤講師、組織、グループ等を対象

とする。ただし、学部を対象とする推薦の場合は、自薦によるものとする。 

2 特別賞に対する評価は、推薦書及び提出された資料に基づき行うものとする。 



 

（審査選考委員会） 

第 5 条 顕彰制度による表彰対象者の公正な審査及び選考を行うため、中部大学教育活

動顕彰審査選考委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

2 委員会に関する事項は、別に定める。 

 

（表彰者） 

第 6 条 顕彰制度による表彰者は、委員会の具申に基づき、学長が決定する 

2 表彰者には、記念の盾を贈呈し、その栄誉を称える。 

 

（評価の活用） 

第 7 条 顕彰制度による表彰は、毎年度実施し、その結果は、教育上の業績として活用

するものとする。 

 

（施行細則） 

第 8 条 この規程の実施に関し必要な事項は、中部大学 FD・SD 委員会の議を経て、学

長が定める。 

 

附 則 

1 この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

2 中部大学教育活動表彰規程（平成 14 年 10 月 22 日制定）第 5 条の規定に基づく、平

成 19 年度の教育表彰者が決定された時点をもって、中部大学教育活動表彰規程、審

査・選考委員会規程（平成 14 年 10 月 22 日制定）、教育改善評価委員会規程（平成 14

年 10 月 22 日制定）及び評価点検委員会規程（平成 14 年 10 月 22 日制定）は、廃止

する。 

 

附 則 

この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この規程は、2019 年 5 月 21 日から施行し、2019 年 4 月 1 日から適用する。 

 

 



３．中部大学教育活動顕彰審査選考委員会規程 
 
 

中部大学教育活動顕彰審査選考委員会規程 

（趣旨) 

第 1 条 中部大学教育活動顕彰規程（以下「顕彰規程」という。）第 5 条に規定する中

部大学教育活動顕彰審査選考委員会（以下「委員会」という。）に関する事項は、こ

の規程に定めるところによる。 

 

（任務） 

第 2 条 委員会は、「中部大学教育活動顕彰制度」に係る重要事項について審議すると

ともに、顕彰規程に基づく表彰対象者の審査及び選考を行う。 

 

（組織） 

第 3 条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1)  副学長のうちから学長が指名する者 

(2)  大学企画室長 

(3)  学部長 

(4)  研究科長 

(5)  教務部長 

(6)  学生部長 

(7)  大学企画室の部長 

(8)  大学事務局長 

(9)  学長が指名する者 

 

 

（委員長） 

第 4 条 委員会に委員長を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。 

2  委員長は、委員会を招集し、議長となる。 

3  委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理す

る。 

 

（委員の任命等） 

第 5 条 委員は、学長が任命する。 

2  第 3 条第 9 号の委員の任期は、1 年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

 



（庶務） 

第 6 条 委員会の庶務は、大学企画部において処理する。 

 

（施行細則） 

第 7 条 この規程の施行に関し必要な事項は、委員会の議を経て、委員長が定める。 

 

附 則 

この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 29 年 6 月 21 日から施行し、平成 29 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則 

この規程は、2019 年 5 月 21 日から施行し、2019 年 4 月 1 日から適用する。 

 
 
４．顕彰の種類 
 

中部大学教育活動顕彰規程第 2 条に規定された以下の２種類とする。 

 

Ⅰ．教育活動優秀賞 

 

Ⅱ．教育活動特別賞 

 

 

５．教育活動優秀賞の評価項目概要 
  
  中部大学教育活動顕彰規程第 3 条第 2 項に係る大学におけるポイントは 40、学部

におけるポイントは 60 として併せて 100 ポイント満点とする。 
大学におけるポイントと学部におけるポイントの評価項目は、それぞれ以下のと

おりとする。 

 

 

Ⅰ－Ａ．大学における評価項目（40Ｐ） 

 

（1）教育活動に係る業績 

① 教育改善に係る業績 

  1) 『中部大学教育研究』への投稿 

  ② 学生指導、課外活動指導に係る業績 



 1) 学生指導   2) クラブ顧問   3) 課外活動指導 

 

（2）学生による授業評価 

 

 

（3）学内行政(学務活動)・社会貢献に係る業績 

1) 併任役職（学部に属さない組織の長など） 

2) 大学主催 公開講座の講師    

 

 

Ⅰ－Ｂ．各学部における評価項目（60Ｐ） 

 

大学での評価項目以外の以下の項目を考慮して各学部にて評価項目、および配

点・基準等を決定する。 

 

（1）教育活動に係る業績 

① 教育改善に係る業績 

1) 教育方法の改善  2) テキストの作成  3) 教材の開発  4) その他 

 

② 学生指導に係る業績 

  1) 指導学生の研究に係る受賞（教員から各学部へ自己申告） 

 

③ 講義等の状況（大学院を含む） 

  1) 担当コマ数    2) 卒業研究等の担当学生数 

 

（2）学内行政(学務活動)・社会貢献に係る業績 

1) 併任役職  2) 各種委員会委員  3) 学内行政プロジェクト委員等 

4) 学内行事(全学・学部内)の企画・運営担当  5) 就職活動支援 

6) 学生募集活動  7) 社会貢献 

 

（3）自己評価 

 

（4）その他、学部で決めた項目   

 



６．2026 年度教育活動優秀賞の評価項目と評価基準 
 

2026 年度教育活動に係る教育活動優秀賞の評価項目と評価基準は、別表のとおりと

する。 

 

１－A 大学評価項目・ポイント（40P） ・・・別表１ 

 

１－B 学部評価項目・ポイント（60P） 

     

工学部    ・・・・・・・・・・・・・・・別表２ 

経営情報学部 ・・・・・・・・・・・・・・・別表３ 

国際関係学部 ・・・・・・・・・・・・・・・別表４ 

人文学部   ・・・・・・・・・・・・・・・別表５ 

応用生物学部 ・・・・・・・・・・・・・・・別表６ 

生命健康科学部 ・・・・・・・・・・・・・・別表７ 

現代教育学部 ・・・・・・・・・・・・・・・別表８ 

理工学部   ・・・・・・・・・・・・・・・別表９ 

人間力創成教育院 ・・・・・・・・・・・・・別表１０ 

 

その他、所属（本務）が上記学部でない教員で表彰の対象となりうる教員は、

以下の学部にて評価する。また、以下に未記載で兼務の学部がある場合は、そ

の兼務学部にて評価し、兼務の学部が無い場合は、大学企画室長を通じて調整

のうえ、学長が決定する。（2026 年 4 月現在） 

 

ミュオン理工学研究センター 工学部 

看護実習センター、臨床検査技術教育・実習センター、 

理学療法実習センター、作業療法実習センター                
生命健康科学部 

教職課程センター、学生相談室、 

ＡＩ数理データサイエンスセンター、創発学術院、 

中部高等学術研究所、先端研究センター、URA 組織 

人間力創成教育院 

 



シート









シート



2026.4.1  

問い合わせ先： 大学企画部  （info-kikaku@fsc.chubu.ac.jp） 


